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・  愛知県に在住する外国人は、外国籍のままの人もいますが、日本国籍を取得する人

や、国際結婚などによって生まれた子どもなど外国人の親の文化を背景にもつ人も増

えています。このような外国にルーツをもつ人は、外国籍の人と同様の課題を抱えてい

る場合があります。 

そこで、本プランではこれらの人々も視野に入れ、「外国人県民」という呼称を用いる

ことにします。 

・  年の表示は西暦を基本とし、初出時に和暦を併記しました。 


